
令和４年度 第１回 神戸市屋外広告物審議会 議事次第 

 

     日時 令和４年 11 月 18 日（金）15:00～ 

     場所 中央区文化センター 会議室 1112 

 

１．開会 

 

２．あいさつ 

 

３．委員紹介 

 

４．会長選任 

 

５．審議 

 議題 地上広告物の今後のあり方について 

・本市の状況（許可基準等） 

・他都市の状況（許可基準、事例紹介） 

・今後の許可基準のあり方（地上広告物の具体的状況） 

・今後の予定 

 

６．閉会 
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神戸市屋外広告物審議会委員 名簿 

（委 員） 

 
氏     名 

 

 
職     名 

 

磯 山 哲 男 兵庫県屋外広告美術協同組合 副理事長 

勝 沼 直 子 神戸新聞社 論説委員長 

角 松 生 史 神戸大学大学院 法学研究科 教授 

木 原 和 子 神戸市ネットモニター 

中 村 留 美 神戸法律事務所 弁護士 

長 濵 伸 貴 神戸芸術工科大学 芸術工学部 教授 

藤 本 英 子 京都市立芸術大学 美術学部 教授 

古 澤 チ エ 神戸市ネットモニター 

 
 

（幹 事） 

 
氏     名 

 

 
職     名 

 

小 松 恵 一 建設局副局長 

上 田 真 己 都市局景観政策課担当部長 

 
 
（令和４年 11 月 18 日現在） 
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○執行機関の附属機関に関する条例  

昭和31年 11月１日  

条例第36号  

改正 昭和34年３月 30日条例第32号  

（附則）  

昭和36年３月30日条例第39号  

昭和37年３月27日条例第34号  

（附則）  

昭和38年４月１日条例第７号 

昭和39年３月31日条例第 125号  

昭和40年１月13日条例第19号  

昭和40年３月19日条例第23号  

昭和40年 10月１日条例第17号  

昭和41年６月28日条例第15号  

昭和41年 12月 20日条例第33号  

昭和42年７月31日条例第21号  

昭和42年 10月 25日条例第30号  

昭和42年 12月 14日条例第39号  

昭和44年８月19日条例第33号  

昭和44年 10月 20日条例第46号  

昭和46年４月１日条例第21号  

昭和46年 12月 25日条例第42号  

（附則）  

昭和53年４月１日条例第13号  

昭和54年８月10日条例第５号 

昭和57年３月30日条例第53号  

昭和57年７月29日条例第26号  

平成７年２月16日条例第45号  

平成11年４月１日条例第６号 
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平成12年３月31日条例第62号  

平成12年３月31日条例第 105号  

（附則）  

平成12年７月19日条例第11号  

平成16年３月19日条例第36号  

平成18年３月30日条例第54号  

（附則）  

平成25年３月29日条例第66号  

平成26年３月27日条例第20号  

（附則）  

平成26年３月31日条例第54号  

平成26年９月30日条例第18号  

平成27年９月30日条例第13号  

平成28年３月31日条例第41号  

（附則）  

平成28年３月31日条例第51号  

（附則）  

平成28年３月31日条例第53号  

平成28年 10月６日条例第14号  

平成29年３月31日条例第45号  

平成30年３月30日条例第25号  

平成31年３月29日条例第36号  

（附則）  

令和２年３月31日条例第49号  

（附則）  

令和４年３月31日条例第32号  

令和４年３月31日条例第49号  

（設置）  

第１条 法律又は条例に別の定めがあるものを除くほか、地方自治法（昭和 22年

4



法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、本市の執行機関の附属機関と

して別表に掲げるものを置く。  

２  前項に定めるもののほか、契約の相手方の選定に係る審査会、臨時的な行政

課題について調査審議する審議会その他の一時的又は臨時的な附属機関（設置

期間が２年以内のものに限る。）については、執行機関の規則その他の規程（地

方公営企業の管理者の担任する事務に係る附属機関にあっては、企業管理規程。

次条において同じ。）により、これを設置することができる。  

（施行細目の委任）  

第２条 前条の規定に基づき設置された附属機関の組織及び運営その他附属機関

に関し必要な事項は、執行機関の規則その他の規程で定める。  

附  則  

この条例は、昭和31年 11月１日から施行する。  

附  則（昭和38年４月１日条例第７号）  

この条例は、昭和38年４月１日から施行する。  

附  則（昭和39年３月31日条例第125号）  

この条例は、昭和39年４月１日から施行する。  

附  則（昭和40年１月13日条例第19号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（昭和40年３月19日条例第23号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（昭和40年 10月１日条例第17号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（昭和41年６月28日条例第15号）  

この条例は、市長の定める日から施行する。  

（昭和41年９月規則第20号により昭和41年９月１日から施行） 

附  則（昭和41年 12月 20日条例第33号）  

この条例は、市長の定める日から施行する。  

（昭和41年 12月 20日規則第42号により昭和41年 12月 20日から施行） 

附  則（昭和42年７月31日条例第21号）  
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この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（昭和42年 10月 25日条例第30号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（昭和42年 12月 14日条例第39号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（昭和44年８月19日条例第33号）  

この条例は、市長の定める日から施行する。  

（昭和44年８月19日規則第35号により昭和44年８月19日から施行） 

附  則（昭和44年 10月 20日条例第46号）抄 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条の規定は、都市計画法第

７条第１項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が効力を

生ずる日から施行する。  

附  則（昭和46年４月１日条例第21号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（昭和46年 12月 25日条例第42号）抄 

（施行の期日） 

第１条 この条例は、市長が定める日から施行する。  

（昭和47年３月15日規則第86号の２により昭和47年４月１日から施行） 

附  則（昭和53年４月１日条例第13号）  

この条例は、規則で定める日から施行する。  

（昭和53年 12月 20日規則第103号により昭和53年 12月 27日から施行）  

附  則（昭和54年８月10日条例第５号） 

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（昭和57年３月30日条例第53号）抄 

（施行期日） 

１  この条例は、規則で定める日から施行する。  

（昭和57年７月１日規則第45号により昭和57年７月５日から施行）  

附  則（昭和57年７月29日条例第26号）  

この条例は、規則で定める日から施行する。  
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（昭和57年９月20日規則第67号により昭和57年９月20日から施行） 

附  則（平成７年２月16日条例第45号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（平成11年４月１日条例第６号）抄 

（施行期日） 

１  この条例は、平成11年７月１日から施行する。  

附  則（平成12年３月31日条例第62号）  

（施行期日） 

１  この条例は、平成12年４月１日から施行する。  

（保健所運営協議会条例の廃止）  

２  神戸市保健所運営協議会条例（昭和 29年４月条例第15号）は、廃止する。  

（保健所運営協議会条例の廃止に伴う経過措置）  

３  この条例の施行前に任命された保健所運営協議会の委員は、この条例の施行

と同時にその職を失うものとする。  

附  則（平成12年３月31日条例第105号）抄  

（施行期日） 

１  この条例は、平成12年４月１日から施行する。  

附  則（平成12年７月19日条例第11号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（平成16年３月19日条例第36号）  

この条例は、平成16年３月31日から施行する。  

附  則（平成18年３月30日条例第54号）抄 

（施行期日） 

１  この条例は、平成18年４月１日から施行する。  

附  則（平成25年３月29日条例第66号）  

この条例は、平成25年４月１日から施行する。  

附  則（平成26年３月27日条例第20号）抄 

（施行期日） 

１  この条例は、平成26年４月１日から施行する。  
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附 則（平成26年３月31日条例第54号）  

この条例は、平成26年４月１日から施行する。  

附  則（平成26年９月30日条例第18号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（平成27年９月30日条例第13号）  

この条例は、平成27年 10月１日から施行する。  

附  則（平成28年３月31日条例第41号）抄 

（施行期日） 

１  この条例は、平成28年４月１日から施行する。  

附  則（平成28年３月31日条例第51号）抄 

（施行期日） 

１  この条例は、平成28年４月１日から施行する。  

附  則（平成28年３月31日条例第53号）  

この条例は、平成28年４月１日から施行する。  

附  則（平成28年 10月６日条例第14号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（平成29年３月31日条例第45号）  

この条例は、平成29年４月１日から施行する。  

附  則（平成30年３月30日条例第25号）  

この条例は、平成30年４月１日から施行する。  

附  則（平成31年３月29日条例第36号）抄 

（施行期日） 

１  この条例は、平成31年４月１日から施行する。  

附  則（令和２年３月31日条例第49号）抄 

（施行期日） 

１  この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

附  則（令和４年３月31日条例第32号）  

（施行期日） 

１  この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第１号の表に神戸市役所

8



本庁舎２号館再整備事業者選定委員会の項を加える改正規定は令和４年５月１

日から施行する。  

（経過措置） 

２  この条例の施行の際現にこの条例による改正前の執行機関の附属機関に関す

る条例第１条第２項の規定により置かれている神戸市役所本庁舎２号館再整備

事業者選定委員会は、この条例による改正後の執行機関の附属機関に関する条

例第１条第１項の規定により置かれる神戸市役所本庁舎２号館再整備事業者選

定委員会となり、同一性をもって存続するものとする。  

附  則（令和４年３月31日条例第49号）抄 

（施行期日） 

１  この条例は、令和４年４月１日から施行する。  

別表（第１条関係）  

(1) 市長の附属機関（次号及び第３号の表に規定する附属機関を除く。）  

附属機関  担任する事務  

神戸市不動産評価審議会  本市が取得し、若しくは処分し、又は賃貸借

する不動産の適正な価格又は賃料の評定に関

する事務  

神戸市屋外広告物審議会  神戸市屋外広告物条例（平成12年１月条例第

50号）による広告物の取締りについての地域

及び場所の指定その他重要事項についての調

査審議に関する事務 

神戸市宅地保全審議会 宅地造成等規制法（昭和36年法律第 191号）に

よる宅地造成工事規制区域の指定その他重要

事項についての調査審議に関する事務  

神戸市総合基本計画審議会  神戸市総合基本計画の策定についての審議に

関する事務 

神戸市上下水道事業審議会  本市の水道事業及び下水道事業に関する重要

事項についての調査審議に関する事務  
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神戸市交通事業審議会 本市の交通事業に関する重要事項についての

調査審議に関する事務 

神戸市公園緑地審議会 本市の公園及び緑地に関する施策の重要事項

についての調査審議に関する事務  

神戸市保健医療審議会 本市の保健医療に関する重要事項及び地域保

健法（昭和22年法律第 101号）第５条第１項に

規定する保健所の運営に関する事項について

の調査審議に関する事務  

神戸市すまい審議会  本市の住宅に関する施策の重要事項（公営住

宅及び特別市営住宅の入居者の選考又は選定

に関するものを除く。）及び神戸市民の住環

境等をまもりそだてる条例（平成６年３月条

例第51号）第１条に規定する住環境等に関す

る重要事項についての調査審議に関する事務  

神戸市大規模小売店舗等立地審議

会 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第 91号）

第１条に規定する大規模小売店舗の周辺の地

域の生活環境の保持のための適正な配慮に関

する事項及び神戸市大規模集客施設の立地に

係る都市機能の調和に関する条例（平成 18年

３月条例第54号）第２条第１項に規定する大

規模集客施設と周辺地域における道路交通そ

の他の都市機能との調和に関する事項につい

ての調査審議に関する事務  

神戸市特定調達等調査委員会  本市における地方公共団体の物品等又は特定

役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第372号）第１条に規定する契約に係る

苦情についての調査審議並びに本市における

入札及び契約についての調査に関する事務  
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神戸市予防接種健康被害調査委員

会 

本市内における予防接種に起因すると考えら

れる健康被害についての調査審議に関する事

務 

神戸市地域公共交通会議  道路運送法（昭和26年法律第183号）に基づく

本市内の地域の実情に応じた適切な旅客輸送

の確保その他の必要な事項についての調査審

議に関する事務 

神戸市交通空白地有償運送運営協

議会 

道路運送法施行規則（昭和26年運輸省令第75

号）第49条第１号に規定する交通空白地有償

運送についての調査審議に関する事務  

神戸市福祉有償運送運営協議会  道路運送法施行規則第49条第２号に規定する

福祉有償運送についての調査審議に関する事

務 

神戸市市長室指定管理者選定評価

委員会 

地方自治法第244条の２第３項に規定する指

定管理者（以下「指定管理者」という。）の

候補者の選定及び指定管理者の行った公の施

設の管理に係る評価に関する事務  

神戸市企画調整局指定管理者選定

評価委員会 

神戸市文化スポーツ局指定管理者

選定評価委員会 

神戸市福祉局指定管理者選定評価

委員会 

神戸市健康局指定管理者選定評価

委員会 

神戸市こども家庭局指定管理者選

定評価委員会 

神戸市経済観光局指定管理者選定

評価委員会 

神戸市建設局指定管理者選定評価
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委員会 

神戸市都市局指定管理者選定評価

委員会 

神戸市建築住宅局指定管理者選定

評価委員会 

神戸市港湾局指定管理者選定評価

委員会 

神戸市東灘区指定管理者選定評価

委員会 

神戸市消防局指定管理者選定評価

委員会 

神戸市建設局自転車等駐車場事業

者選定委員会 

本市が管理する道路上において自転車その他

の車両に係る駐車場を整備し、及びその管理

運営を行う事業者の選定に関する事務  

神戸市文化賞等選考委員会  神戸市文化賞（学問、芸術その他の分野にお

いて、特に本市の文化の発展に貢献し、業績

が顕著な者に贈呈する賞をいう。）、神戸市

文化奨励賞（文化活動において将来を期待さ

れる者に贈呈する賞をいう。）及び神戸市文

化活動功労賞（長年にわたりひた向きな努力

を続け、その活動及び功績が顕著な者に贈呈

する賞をいう。）の受賞者の選考に関する事

務 

神戸市技能奨励賞選考委員会  神戸市技能奨励賞（優れた技能を有し、伝統

的技能の継承や従来の技能の改善及び改良に

取り組むとともに、技能の研鑽
さん

及び向上のた

めの計画を有している本市に在住し、かつ、

在勤する若い技能者に贈呈する賞をいう。）
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の受賞者の選考に関する事務  

神戸市職員分限懲戒審査会  任命権者が市長である職員の分限処分等（分

限処分及び懲戒処分をいう。以下同じ。）に

係る事項、退職手当管理機関が市長である退

職をした者についての退職手当支給制限処分

等（退職手当支給制限処分、退職手当支払差

止処分、退職手当返納命令処分及び退職手当

相当額納付命令処分をいう。以下同じ。）に

係る事項並びにその他の分限処分等及び退職

手当支給制限処分等に係る事項についての調

査審議に関する事務 

神戸市職員衛生管理審査会  任命権者が市長である職員の衛生管理に係る

事項（就業及び療養中の衛生管理その他の健

康の保持及び増進に関する事項をいう。以下

同じ。）及びその他の衛生管理に係る事項に

ついての調査審議に関する事務  

神戸市消防職員分限懲戒審査会  消防職員の分限処分等に係る事項及び退職手

当管理機関が消防長である退職をした者につ

いての退職手当支給制限処分等に係る事項に

ついての調査審議に関する事務  

神戸市消防職員衛生管理審査会  消防職員の衛生管理に係る事項についての調

査審議に関する事務 

神戸市立保育所の移管に係る法人

選定委員会 

本市の保育所の移管に係る法人の選定に関す

る事務 

神戸市保健事業に係る研究倫理審

査委員会 

本市の保健事業に係る研究倫理についての調

査審議に関する事務 

神戸市指定難病審査会 難病の患者に対する医療等に関する法律（平

成26年法律第50号）第７条第２項の規定によ
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る審査に関する事務 

神戸市役所本庁舎２号館再整備事

業者選定委員会 

神戸市役所本庁舎２号館の再整備に係る事業

者の選定に関する事項についての調査審議に

関する事務 

(2) 水道事業管理者の担任する事務に係る附属機関  

附属機関  担任する事務  

神戸市水道局指定管理者選定評価

委員会 

指定管理者の候補者の選定及び指定管理者の

行った公の施設の管理に係る評価に関する事

務 

神戸市水道局職員分限懲戒審査会  任命権者が水道事業管理者である職員の分限

処分等に係る事項及び退職手当管理機関が水

道事業管理者である退職をした者についての

退職手当支給制限処分等に係る事項について

の調査審議に関する事務  

神戸市水道局職員衛生管理審査会  任命権者が水道事業管理者である職員の衛生

管理に係る事項についての調査審議に関する

事務 

(3) 交通事業管理者の担任する事務に係る附属機関  

附属機関  担任する事務  

神戸市交通局市バス営業所管理の

委託に関する評価委員会  

自動車運送事業についての交通局営業所の管

理委託に係る評価に関する事務  

神戸市交通局職員分限懲戒審査会  任命権者が交通事業管理者である職員の分限

処分等に係る事項及び退職手当管理機関が交

通事業管理者である退職をした者についての

退職手当支給制限処分等に係る事項について

の調査審議に関する事務  

神戸市交通局職員衛生管理審査会  任命権者が交通事業管理者である職員の衛生

管理に係る事項についての調査審議に関する
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事務 

(4) 教育委員会の附属機関  

附属機関  担任する事務  

神戸市教育振興基本計画点検・評

価委員会 

教育振興基本計画（教育基本法（平成 18年法

律第120号）第 17条第２項の規定に基づく本市

における教育の振興のための施策に関する基

本的な計画をいう。）の進捗状況に係る点検

及び評価に関する事務 

神戸市校区調整審議会 神戸市立学校設置条例（昭和39年３月条例第

87号）に基づき設置された小学校、中学校及

び義務教育学校の校区についての調査審議に

関する事務 

神戸市いじめ問題審議委員会  本市におけるいじめの防止、いじめの早期発

見及びいじめへの対処のための対策について

の調査審議に関する事務  

神戸市教育委員会職員分限懲戒審

査会 

任命権者が教育委員会である職員の分限処分

等に係る事項及び退職手当管理機関が教育委

員会である退職をした者についての退職手当

支給制限処分等に係る事項についての調査審

議に関する事務 

神戸市指導力向上審査委員会  教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第

25条第３項に規定する指導改善研修に関する

計画書についての調査審議に関する事務  

神戸市教育委員会職員衛生管理審

査会 

任命権者が教育委員会である職員の衛生管理

に係る事項についての調査審議に関する事務  
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○神戸市屋外広告物審議会規則  

昭和31年 11月１日  

規則第94号  

改正 昭和36年５月 29日規則第28号  

昭和37年４月28日規則第19号  

平成８年４月１日規則第７号  

令和４年６月30日規則第19号  

（趣旨）  

第１条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例（昭和 31年 11月条例第36

号）第２条の規定に基き、神戸市屋外広告物審議会（以下「審議会」という。）

の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。  

（組織）  

第２条 審議会は、委員17人以内で組織する。  

第３条 委員は、市長が委嘱する。  

２  市長は、委員の委嘱にあたっては、本審議会の機能が十分に発揮されるよう、

幅広い分野及び年齢層から適切な人材を選任するものとする。  

（任期）  

第４条 前条の委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。  

２  補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

（会長）  

第５条 審議会に会長を置く。  

２  会長は、委員が互選する。  

３  会長は、会務を総理する。  

４  会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理

する。 

（議事）  

第６条 審議会は、会長が招集する。  

２  審議会は、委員の過半数が出席するのでなければ、会議を開くことができな

い。 
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３ 審議会の議事は、出席者の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決す

るところによる。  

（幹事及び書記）  

第７条 審議会に幹事及び書記若干人を置き、市長が任命する。  

２  幹事は、審議会の庶務を整理する。  

３  書記は、幹事を補佐して審議会の庶務に従事する。  

（庶務）  

第８条 審議会の庶務は、建設局において処理する。  

（雑則）  

第９条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必

要な事項は、会長が定める。  

附  則  

この規則は、昭和31年 11月１日から施行する。  

附  則（昭和37年４月28日規則第19号）  

この規則は、昭和37年５月１日から施行する。  

附  則（平成８年４月１日規則第７号）抄 

（施行期日） 

１  この規則は、公布の日から施行する。 

附  則（令和４年６月30日規則第19号）  

この規則は、令和４年７月１日から施行する。  
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神戸市屋外広告物審議会傍聴要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は，神戸市屋外広告物審議会規則第９条の規定に基づき，神戸市屋外広告物審議会（以下

「審議会」という。）の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。 

（傍聴の手続） 

第２条 審議会を傍聴しようとする者は，傍聴章の交付を受け，傍聴に際しこれを着用しなければならない。 

２ 傍聴章の交付を受けて審議会を傍聴する者（以下「傍聴人」という。）は，傍聴席において傍聴しなけれ

ばならない。 

（傍聴章の交付） 

第３条 傍聴章は，審議会開会の当日に，所定の時間及び場所において先着順に交付するものとする。 

２ 前項の場合において，傍聴章の交付を受ける者は，傍聴人受付票に氏名及び住所を記入し，提出しなけ

ればならない。 

（傍聴章の有効期間） 

第４条 傍聴章は，交付当日に限り効力を有するものとする。 

（傍聴人の定員） 

第５条 傍聴人の定員は 10 人とする。 

（傍聴章の返還） 

第６条 傍聴人は，傍聴を終え，退場しようとするときには，交付を受けた傍聴章を返還しなければならな

い。 

（傍聴席に入ることができない者） 

第７条 次の各号のいずれかに該当する者は，傍聴席に入ることができない。 

(1) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者 

(2) はち巻き，腕章又はゼッケンを着用し，若しくは旗又はのぼり等を掲出している者 

(3) 酒気を帯びていると認められる者 

(4) その他円滑な議事を妨害し，又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者 

（傍聴人の守るべき事項） 

第８条 傍聴人は，審議会の傍聴に当たって，次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 審議会における議論に対して，拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 

(2) 発言し又は騒ぎ立てる等により，議事を妨害しないこと。 

(3) 飲食又は喫煙を行わないこと。 

(4) 会場において，写真撮影，録画及び録音等を行わないこと。ただし，特に会長の許可を得たときはこ

の限りでない。 

(5) 前各号に掲げるもののほか，審議会の秩序を乱し，又は妨害する行為をしないこと。 

（傍聴人の退場） 

第９条 傍聴人は，審議会において議事を非公開とする議決があったときは，速やかに退場しなければなら

ない。 

（係員の指示） 

第 10 条 会長は，傍聴人に対し，傍聴の方法等に関する係員の指示に従うよう命じることができる。 

（違反に対する措置） 

第 11 条 傍聴人がこの要領に違反したときは，会長は当該傍聴人を制止し，その命令に従わないときは，当

該傍聴人を退場させることができる。 

 

附 則 

この要領は，平成２１年９月９日から施行する。 

 

  

 

■
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